
 

丸亀市土地改良区垂水支部農業機械管理運用規程 

 

（目的） 

第 1 条 丸亀市土地改良区垂水支部が農地保全のため導入した別表 1 の農業機械（以下

「機械」という。）の維持管理と効率的な運用を目的として、この規程を定める。 

（責任者） 

第 2 条 丸亀市土地改良区垂水支部⾧を管理責任者とする。 

（運営計画） 

第 3 条 管理責任者は、機械の効率的な利用を図るため、整備、保管並びに組合員の利用

申込みによる運用計画を作成する。 

（運用方法） 

第 4 条 機械による除草作業は、管理責任者が指定した者に次の要領により委託する。 

１ 受託者は、安全に注意を払い作業をする。 

２ 作業に要する期間、受託者に機械を無償で貸し付ける。 

３ 除草作業は、複数の者で行う。 

４ 受託者は、作業の開始前後に点検・整備を行う。 

５ 作業完了後、実施報告を提出する。 

６ 機械稼働のための燃料・通常整備のための注油等は受託者が負担する。 

７ 事故または、機械の故障等が発生した場合は速やかに管理責任者に報告する。 

（整備等） 

第 5 条 機械の定期点検・整備は、管理責任者の責任に於いて行う。ただし、受託者の故

意または重大な過失により修理または、機械の更新が必要になった場合は受託者が費

用を負担する。 

（共済） 

第 6 条 機械は、農業共済組合の農機具共済に加入する。 

（作業料金等） 

第 7 条 除草作業を依頼する者が負担する作業料金および受託者への報酬は別表 2 のとお

りとする。 

（その他） 

第 8 条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は管理責任者が定める。 

付則 

  本規程は、令和 4 年８月２１日より施行する。 

付則 

  本規程は、令和５年９月１０日より施行する。 



 

付則 

  本規程は、令和６年８月２５日より施行する。 

 

別表 1（第 1 条） 

品名 型番 数量 

トラクタ クボタ       1 台 

ハンマーナイフ  1 台 

 

 

 

別表 2（作業料金等） 

区分 作業料金 

草丈 1.0ｍ未満 10 アールあたり   12,000 円 
草丈 1.0ｍ以上 

1.5ｍ未満 10 アールあたり  18,000 円 

草丈 1.5ｍ以上 確認の上、対応 

年間契約（年 3 回） 10 アールあたり  30,000 円 

作業料金の 90％を受託者の報酬とする。 

 

  



 

トラクタ(ハンマーナイフ)借用申請書 

 

令和  年  月  日 

丸亀市土地改良区垂水支部⾧殿 

 
申請者（作業責任者） 
 

住所 

 

氏名            印 

 

電話 

 

丸亀市土地改良区垂水支部所有の、トラクタ（ハンマーナイフ）を借用したいので、

許可下さいますようお願い致します。なお、借用にあたっては、「丸亀市土地改良区

垂水支部農業機械管理運用規程」及び下記の事項を遵守致します。 

 
尊守事項 □にレ印でチェックして下さい。 
 □（１）貸出使用中の事故・災害・盗難等については、作業責任者の責任とする。 

□（２）故意又は重大な過失により機械を破損もしくは損失させたときは、作業責
任者は適正な額を賠償しなければならない。 

□（３）機械の運転者（オペレータ）は、管理責任者の指定した者とする。  
□（４）貸出機械の破損や故障があった場合は、速やかに連絡する。 

 □（５）トラクタ点検記録表に従い使用前・使用後の点検を必ず実施する。 
 □（６）返却する際は、機械の洗浄および清掃し燃料を満タンにすること。 
 

項   目 内    容 

１ 運 転 者 氏 名  

２ 作 業 場 所  

３ 借 用 予 定 期 間 令和  年  月  日～ 令和  年  月  日 

４ 返 却 日 予 定 日 令和  年  月  日（使用終了後 2 日以内） 

 

返却確認（管理責任者使用欄） 

返却日 令和   年    月    日 確認者           印 

 

  



 

 

トラクタ点検記録表 

使用前点検  

点検日 令和  年  月  日 点検者 HR メータ 

使用後点検  

点検日 令和  年  月  日 点検者 HR メータ 

点検項目等 
 

区分 NO 点検内容 
使用前 使用後 

備考 
良好 不良 良好 不良 

車体 1 車体周り(傷、へこみ等)       

エ
ン
ジ
ン 

2 
ボンネットの開閉及びサイドカバーの取り

外し 
      

3 エンジンオイルの量及び汚れ       

4 ミッションオイルの量及び汚れ       

5 冷却水の量       

6 バキュエータバルブの清掃       

7 ワイヤハーネス、バッテリコード       

8 燃料フィルタの水、沈殿物       

タイヤ 9 タイヤの空気圧及び摩耗・損傷       

ブレーキ・クラッチ 
駐車ブレーキ 

10 
・ブレーキペダル及びクラッチペダルの遊び 

・駐車ブレーキの作動 
      

走行装置 11 メーターランプ類の作動       

ハンマーナイフ 12 爪の破損・摩耗等       

キャビン 13 清掃・エアコンのフィルター      

燃料 14 満タンか      

その他特記事項 

 



 

草刈作業申込書 
 

 
 

住 所 

氏 名                 印 

電話番号 

メールアドレス  
 

次の農地について、草刈作業を依頼します。 
 

所 在 地 番 現況地目 面積（㌃） 備 考※１ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
※１作業時期、年間契約の希望等を記載ください。(作業時期は、対応できない場合があります。) 

２ 作業に適さない農地（狭隘地、トラクタの進入路がない等）は、お断りする場合があります。 

３ 作業料金(10 アールあたり) 

  



 

作 業 報 告 書 
令 和   年   月   日 

丸 亀 市 土 地 改 良 区 垂 水 支 部 ⾧ 殿 

作 業 報 告 者  

氏  名                印  
 

草 刈 作 業 の 実施 に つ い て 報 告 し ます 。  
 

所 在 地  地 番  現 況 地 目  申 込 面 積 （ ㌃ ）  作 業 面 積 （ ㌃ ）  草 丈 ( ㎝ )  作 業 実 施 日  作 業 実 施 者 ( 2 人 以 上 )  備  考  

１        月   日    

２        月   日    

３        月   日    

４        月   日    

５        月   日    

６        月   日    

７        月   日    

 


